
 

 

 

 

 

第 10 回  例 会 報 告  2020.9.18  通算 1818 回  

 

 

・点 鐘          奈良会長 

 

 

・ロータリーソング 

 ｢それでこそロータリー｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 佐藤 潤会員 

 

 

・誕 生 祝 

 工藤 ゆかり会員  Ｓ32. 9. 23（63 歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会 長 挨 拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちは、 

本年度 10 回目の会長挨拶をさせて頂きます。 

本日の例会は会員卓話となっております。 

本日は長江孝文会員、佐藤潤会員 お二人から卓話

をしていただくと聞いております。 

お二人は後ほど宜しくお願い致します。 

先週のあたりから雨が降るたびに気温も少しずつ下

がってきております。 

来週の道東地区の週間天気予報では最高気温が 20

度を下回る日が多く予想されておりました。 

明日から祝日も重なり火曜日までお休みになる会員

も多いと思いますが今は風邪をひいただけでもコロ

ナ感染を疑われてしまい肩身の狭い思いをしなけれ

ばならない事もあると思います。体調管理に気を付

けて楽しい休日を過ごして頂きたいと思います。 

以上会長挨拶とさせて頂きます。 

有難う御座いました。 

 

 



・幹 事 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 釧路北ローターアクトクラブより例会のご案内

が届いております。 

* ロータリー米山記念奨学会より、ハイライトよね

やま９月号が届いております。 

* 10/28 の北RC集団メーキャップについて（口頭説

明） 

各資料は回覧しておりますのでご一読ください。 

 

 

 

 

・本日のプログラム 

「 会員卓話 」  

              担当 クラブ運営委員会 

◆上川原クラブ運営委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム会員卓話進行 

 

◆長江孝文会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社概要 

会社名 株式会社 夢の杜ファーム 

平成 27 年に長江建材株式会社と綜合設備株式会社

の合同出資会社として設立、阿寒に事業所を構えて

おります。阿寒はイチゴ栽培に適した気候条件が整

っており、さらに阿寒インターチェンジ・たんちょ

う釧路空港からのアクセスがよい点もこの地を生産

拠点として選んだ理由のひとつです。  

 

本社：〒085-0008 北海道釧路市入江町12番 19号 

阿寒事業所：〒085-0212 北海道釧路市阿寒町旭町

3-1-2 

（セイコーマート流通センター裏） 

代表者 代表取締役 長江 文男 

資本金 40,000,000円 

従業員数10名 事業内容農作物の生産及び販売、加

工品の製造及び販売、農作物の貯蔵 

 

企業理念  

安心安全で地域に愛されるイチゴ 

1. 自然豊かな阿寒の環境を生かし、地域に根ざすス

マート農業を目指す。 

2. 安心・安全・美味しく・地域に愛されるイチゴ作

りを目指す。 

 



3. 働きやすい環境を提供し、やりがいの有る職場を

目指す。 

 

役員名簿 

代表取締役 長江 文男 取締役副社長 長江 孝文 

専務取締役兼事業所長 亀岡 孝 取締役 トップ

マネージャー長江 勉 取締役 

 

ビニールハウス 

長さ96メートル、横12メートルの角パイプ構造で、

風速50メートル程度、屋根上50センチ程度の積雪

にまで耐える事ができます。 

温度、湿度、照度、給水、肥料などを自動環境制御

栽培システムによって管理し、遮光シート、送風機

や暖房機、屋根や壁面の開閉によって常にイチゴの

育ちやすい環境を保って栽培しています。 

 

こだわりの栽培方法 

その1 

最新鋭のシステムによる水耕栽培 

自動環境制御システムの導入によって、室温や給水、

肥料はコンピューター制御で省力化、少人数で高品

質の生産を実現しました。  

 

その 2  

安心・安全の栽培 

皆さんに安心・安全に食べていただきたいから、手

作業でしっかり収穫、パック詰を行っています。  

 

その 3 

 寒暖差で美味しく育ちます 

夢の杜ファームがある阿寒町は釧路市街地より 30

キロほど内陸にあります。阿寒町の大自然と気温の

寒暖差で甘くおいしいいちごが育ちます。  

 

その 4 

健康いちご 

ゆめいちごにはビタミンCやクエン酸、アミノ酸な

ど栄養が豊富です。 

 

「ゆめいちご」品種のご紹介  

ケーキ用の赤い妖精の品種ですが、大玉中心で光沢

があり果肉まで美しい鮮紅色で収穫量が多いのが特

徴です。 

阿寒の雄大な山々に沈んでゆく 夕日のように真っ

赤で キラキラした果実です。害虫にも強い品種です。  

 

味の特徴 

ケーキ用なので酸味が強い中に甘味も残り、実の内

部も真っ赤になる為ケーキやデザート用には最高の

品種です。 

また、熟成しても身の食感もしっかり残っています

のでジャムやソース、ピューレ用としての加工にも

適しています。 

 

 

いちご栽培を始めた経緯 

 

・趣味で阿寒に土地を買う。（畑 野菜作り 公園） 

・隣と土地を取得する。（約５０００坪） 

・温泉を掘る。（温泉利用） 

・土地利用 温泉利用（老人福祉施設 カフェ 民

泊 宿泊施設等） 

・約２年の構想（３０回以上の会議を開催） 

・ハウスメーカーとの出会い（誠和） 

・ハウス栽培に決定 

・選択（いちごとトマト） 

・今年５月より収穫 

・いちご販売方法の苦労 

・味のバラつき（大きさ、熟す、はね品等） 



・予想以上の収穫量（年間７～８ｔ程度） 

・これからのハウス（増築） 

・夢いちごブランド（ジャム ミルク いちご石鹸 

いちごワイン等） 

 

夢を持ち続けることの大切さ、 

食の安心・安全・地球環境の保全に取り組み 

実りある地域づくりを  

 

将来は阿寒を、北海道を代表するイチゴ産地とし『ゆ

めいちごブランド』を全国に広め、地域の豊かな未

来へ貢献したいと考えています。  

これからもたゆまぬ努力を続けてまいりますので、

皆さまのより一層のご理解とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。  

 

株式会社 夢の杜ファーム 

代表取締役 長江 文男  

 

 

 

◆佐藤潤会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様お疲れ様です。 

本日のプログラムは会員卓話でご指名を受けまし

て、何を題材にしてお話しをさせていただければよ

ろしいかなと言うことを考えましたが、今回が私に

とっては初の会員卓話という事ですので、やはりま

ずは自分職業に関連したお話と言うことで皆様に

少しでも有益な情報提供が出来れば思っておりま

す。 

 

まず私の職業でございますがご存知いただいてい

る方もいらっしゃると思いますが損害保険と生命

保険の代理店をやっております。3〜4年ほど前にな

りますが南ロータリーでお世話になっておりまし

た私の父の佐藤了の後継という言う形でやってお

ります。経験的にはまだ 16 年でございますので諸

先輩に比べますと全然若輩ではありますが色々と

変わりゆく業界の中で日々奮闘しているところで

ございます。 

 

では本題にもどりまして、本日は3つの点でお話を

させていただければと思っております。 

 

まず1点目は自然災害についてのお話です。 

今年も7月に入りまして九州の方で豪雨災害がござ

いましたがここ数年はほぼ毎年のように大きな自

然災害が起きております。保険の話でいきますと全

保険会社合算での火災保険の保険金の支払いが2年

続けて2兆円を超えるという莫大な金額になってお

ります。 

これに伴い私共が取り扱っております火災保険や

地震保険の保険料も今後ますます上がっていくで

あろうということが予想されます。ただしながら保

険金支払いだけではなく、損害保険各社も大規模災

害が起こった際の保険金支払いの迅速化に向けま

していろいろな動きをとっております。保険会社に

よりましては、例えば人工衛星の画像やドローンを

使って被害規模を算出したり、多数にわたる電話対

応の時間削減のために LINE を活用した取り組みも

進んでいるのも現状です。 



2 つ目は交通事故のお話です。 

今年に限ってでいきますと、今年に入りましてから

のコロナウイルス感染拡大防止に伴う活動の自粛

の関係で自動車事故は減っているとの事です。その

ような点から、保険金の支払いは火災保険とは逆に

減少傾向にございます。具体的には交通事故自体は

1 月から 6 月にかけては 2 割減、自動車保険の保険

金支払いに関しましては4月から6月にかけまして

は例年よりも約865億円減少と言うことです。 

しかしながら、最近はニュース等でもやっておりま

す様に悪質な煽り運転と言うものも増えてきてお

ります。もちろんそれに伴う道路交通法改正が6月

30 日より施行となりまして罰則も非常に厳しいも

のにはなりましたが、今後は予想を外れた通常の交

通事故とはまた違った形での事故と言うものが増

えていく可能性は出てくるのではないかと思いま

す。 

 

最後3つ目としましてはコロナウイルス関連のお話

です。 

特に個人でご加入の生命保険に関しましては、コロ

ナウイルスで万が一と言うことになった際にはも

ちろんご加入の契約内容にはよりますが、通常の死

亡保障に加えてご加入の災害割増や災害特約の部

分で増額してお支払いをすると言うような流れに

なってきております。 

また火災保険でも、コロナの感染者が店舗で発生し

まい休業した際の休業補償も補償に加えるような

約款の改定に向けて1部の保険会社では動きが出て

きていると言うことです。保険商品も時代の変化に

伴いまして変化していくなと痛感しております。 

 

 

 

 

以上、このように保険代理店は災害や事故と非常に

密接な関係にございます。 

今後も何か皆さまのお役に立てるような情報が入

って来ましたら、またこのような形でお話をさせて

いただく機会を作らさせていただきたいなと思っ

ております。 

 

本日はご静聴どうもありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

・次回のプログラム 

９月２５日（金） 

「 秋の清掃奉仕例会 」移動例会 

会場 集合12：30 柳松公園→ 

食事13：00 ぱらだいすかふぇ 

 担当：環境青少年委員会 

・点 鐘              奈良会長 

今週の会報担当：早津壮史会員 


